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安平町国民健康保険と
後期高齢者医療広域連合からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
　新型コロナウイルス感染症に感染し、または感染が疑われたことにより会社等を休み、給与等の
全部または一部を受けることができない場合、傷病手当金を支給します。
　また、適用期間が令和３年３月 31 日㈬まで延長となります。
　対象者
　　以下の要件を全て満たす方
　　　①安平町国民健康保険の被保険者または北海道後期高齢者医療広域連合の被保険者
　　　②給与等の支払いを受けている方
　　　③新型コロナウイルス感染症に感染し、または感染が疑われたことにより労務に服すること　　
　　　　ができなくなった日から起算して３日を経過した日から、労務に服することができない期　
　　　　間に給与等の全部または一部を受けることができない方
　支給額
　　（直近の継続した３か月間の給与収入の合計額÷就労日数）

×２／３×労務に服することができなかった日数（待機３日間を除く）
　適用期間
　　令和２年１月１日から令和３年３月 31 日の間で療養のため労務に服することができない期間
　申請方法
　　申請には支給申請書のほか、事業主の証明書、医師の意見書が必要となりますので、申請の際　　
　には事前にお電話でご相談いただきますようお願いします。
　申請期限
　　６月 30 日㈬まで

問合せ　健康福祉課国保・介護グループ　☎㉙ 7072

　令和 3 年経済センサス‒活動調査（総務省・経済産業省）が、令和 3 年 6 月 1 日を基準日に実施
されます。
　本統計調査にご協力いただける方がいましたら、下記問い合わせ先にご連絡ください。 
　※経済センサス‒活動調査は、統計法に基づく基幹統計調査です。
　募集人数　6 名（予定）
　内　　容　①説明会に出席し調査内容等を把握、②調査区域内にある調査対象※を地図で確認、
　　　　　　③調査対象を訪問し「調査の案内」を配布、④調査対象に「調査票等」を配布、⑤調査
　　　　　　票等の回収、⑥役場に提出
　　　　　　※調査対象は、町内の事業所や企業です。
　問　合　せ　総務課情報グループ　☎㉒2511

統計調査員を募集しています

おかえり！アーモンドアイ！
G Ⅰレースで９勝を果たすなど、輝かしい成績を残したアーモンドアイ。
12 月 19 日に競走馬登録を抹消後、同月 25 日、生まれ故郷となるノー
ザンファーム（安平町）に帰って来ました。その時の映像を YouTube
に投稿しましたのでどうぞご覧ください。

こちらから
ご覧いただけます！
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重要施策に係る町民参画手続の実施状況を公表します 
（令和２年 10 月～ 12 月まで）

　安平町町民参画推進条例第６条に基づく重要施策に係る町民参画手続の実施状況についてお知
らせします。各実施結果の詳細については、町ホームページをご覧いただくか、担当課へお問い
合せください。

[ パブリックコメント・審議会等 ] 　安平町地域福祉総合計画 第３期計画の策定

実施状況   ９月 23 日～ 10 月 13 日　パブリックコメント　意見件数０件
11 月　2 日　安平町地域福祉総合検討推進会議

　担当課　健康福祉課福祉グループ　☎㉙ 7071

[ パブリックコメント ]　安平町太陽光発電施設の設置に関する条例

実施状況 10 月 12 日～ 11 月 2 日　パブリックコメント　意見件数 1 件

　担当課　税務住民課住民生活グループ　☎㉒2940

[ パブリックコメント・審議会等 ] 　安平町地域防災計画の修正

実施状況 11 月 20 日～ 12 月 10 日　パブリックコメント　意見件数０件
10 月 30 日　第１回安平町防災会議

　担当課　総務課情報グループ　☎㉒2511

[ パブリックコメント・審議会等 ]　 第２期安平町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定

実施状況

11 月 20 日～ 12 月 10 日　パブリックコメント　意見件数 0 件
  ８月　３日　第１回安平町未来創生委員会　
10 月 14 日　第 2 回安平町未来創生委員会　
11 月　５日　第 3 回安平町未来創生委員会　

　担当課　政策推進課政策推進グループ　☎㉒2751

[ パブリックコメント・審議会等 ] 　新町まちづくり計画の変更

実施状況 11 月 20 日～ 12 月 10 日　パブリックコメント　意見件数０件
10 月 14 日　第 2 回安平町未来創生委員会　

　担当課　政策推進課政策推進グループ　☎㉒2751

[ パブリックコメント・審議会等 ] 　安平町強靱化計画の策定

実施状況 11 月 20 日～ 12 月 10 日　パブリックコメント　意見件数０件
10 月 30 日　第１回安平町防災会議

　担当課　総務課復興・生活再建支援室　☎㉒2511

[ 審議会等 ] 　安平町国民保護計画の変更

実施状況 12 月 14 日　安平町国民保護協議会

　担当課　総務課情報グループ　☎㉒2511
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安平町国民保護計画（変更案）に関する
意見募集について

　この度、「安平町国民保護計画（変更案）」を策定し、北海道胆振総合振興局との事前協議を経て、
安平町国民保護協議会（書面開催）において了承されました。
　安平町国民保護計画（変更案）は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する
法律」に基づき作成し、国による「国民保護に関する基本指針」の変更に基づく「北海道国民保
護計画」の変更を受け、「北海道国民保護計画」との整合性を図ったものです。
　この計画変更案に町民の皆さんの声を反映するため、意見提出手続制度（パブリックコメント
手続）を実施します。
　計画変更案につきまして、お気づきの点やご意見をお寄せください。

募集期間　１月 20 日㈬～２月 10 日㈬ 17 時 15 分まで　※郵送による提出は、当日消印有効
意見を募集しようとする資料　①安平町国民保護計画（変更案）
　　　　　　　　　　　　　　②安平町国民保護計画の変更に係る新旧対照表
閲覧方法　①総務課情報グループ（総合庁舎）、住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）
　　　　　　で閲覧
　　　　　②町ホームページに掲載　※見られない方へは、郵送などで対応
意見提出方法等　以下①～④のいずれかの方法により提出
　　　　　　　　　①持参：下記へ提出
　　　　　　　　　　・総務課情報グループ（総合庁舎）　
　　　　　　　　　　・住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）
　　　　　　　　　②郵送：総務課情報グループへ郵送
　　　　　　　　　　〒 059 ｰ 1595　安平町早来大町 95 番地
　　　　　　　　　③ファクシミリ：総合庁舎　℻㉒ 2026
　　　　　　　　　④電子メール：総務課　bousai@town.abira.lg.jp
意見を提出できる方　①町内に居住または通勤・通学している方
　　　　　　　　　　②町内において事業を行い、または活動を行う個人または法人その他団体
問合せ　総務課情報グループ　☎㉒ 2511

第２期安平町まち・ひと・しごと創生総合戦略の
策定について

　安平町の地方創生の充実と強化に向け、切れ目ない取り組みを進めるため、まち・ひと・しご
と創生法に基づき、計画期間を令和３年度から令和７年度までとする「第２期安平町まち・ひと・
しごと創生総合戦略」を策定しましたのでお知らせします。この戦略では、地域資源や潜在して
いる能力を活用した「子育て世代に選ばれるまち」「生涯住み続けることができるまち」の実現を
目指す目標を掲げ、安平町を未来に引き継ぎ、将来にわたって活力を維持し続けていくための施
策や取り組みを掲げています。
　計画の内容は町ホームページでダウンロードできるほか、担当課、各公民館で閲覧が可能です。
　なお、令和 2 年 11 月 20 日から 12 月 10 日に計画案についてパブリックコメントを実施しま
したが、ご意見はありませんでした。
問合せ　政策推進課政策推進グループ　☎㉒ 2751
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安平町強靱化計画の策定について
　「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」（平成
25 年 12 月施行）の趣旨等を踏まえ、令和２年 12 月に「安平町強靱化計画」を策定しました。　
　この計画は、あらゆる大規模自然災害などを想定した中で、致命的な被害を負わない “ 強さ ”
と迅速に回復する “ しなやかさ ” を備えた社会経済システムを災害発生前からつくりあげるため、
関連計画とも連携しながら、長期的な視点で重点的・分野横断的に推進する施策をとりまとめた
ものです。
　計画の内容は町ホームページでダウンロードできるほか、担当課、各公民館で閲覧が可能です。
　なお、令和２年 11 月 20 日から 12 月 10 日に計画案についてパブリックコメントを実施しま
したが、ご意見はありませんでした。
問合せ　総務課復興・生活再建支援室　☎㉒ 2511

雪による被害防止のために
　気象警報に注意して、暴風雪が予想されるときは、外出を避けましょう。
　やむを得ず外出する場合は、努めて単独行動は避け、家族などに連絡をしておき、携帯電話
など連絡手段を確保しましょう。
　車で外出するときは、毛布や防寒着・長靴・手袋・スコップ・けん引ロープなどを用意する
とともに十分に燃料があることを確認しましょう。また、万一に備え水や食料を用意しておく
と安心です。
　地吹雪などにより危険を感じたら、無理をせずに道の駅やコン
ビニエンスストア、ガソリンスタンドなどで、天候の回復を待
ちましょう。
　車が立ち往生した時など、マフラーが雪に埋まると排気ガス
により、一酸化炭素中毒をおこすおそれがあります。防寒のため
やむを得ずエンジンをかけるときは、こまめに換気とマフラー
まわりの除雪をしてください。

問合せ　総務課情報グループ　☎㉒ 2511

ラリー競技会開催に伴う
町道の通行止め規制について

　JAF 公認北海道ラリー選手権大会の開催に伴い、町道の
非除雪区間を使用した占用走行が行われます。大会開催日
は車両、歩行者とも通行止め規制が実施されますので、付
近を通行の際は誘導員の指示に従ってください。ご迷惑を
おかけしますがご協力をお願いします。

規制路線　早来本郷線（浄水場から厚真町まで）
日　　時　１月 31 日㈰、2 月 21 日㈰
　　　　　　　　　　　　　　　　両日とも７時～ 15 時
内　　容　歩行者、車両とも通行止め
問 合 せ　建設課土木・公園グループ　☎ ㉙7075
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　ぬくもりの湯に来館される皆様には感染症予防対策として、「マスクの着用」、「手指消毒」、「受付
での体温測定」をお願いいたします。体調不良の方はご来館を控えていただくなど、今後もご理解
とご協力をお願いいたします。

ぬくもりの湯からのお知らせ

■ 2 月のイベント情報
　①バレンタインデーイベント

　　２月 14 日㈰は男性のお客様全員にチョコレートをプレゼントします。
　②ぬくもりサロン

　　２月 16 日㈫に実施を予定しています。
　③オープン 20 周年記念大抽選会！（２月より抽選補助券を配布します）

　　ぬくもりの湯がオープンしてから３月で 20 周年を迎えます。
　　20 周年を記念し、３月20日㈯・21日㈰に抽選会を開催しますので、たくさんのご来館
　　をお待ちしています。
　　・抽選補助券３枚で１回抽選でき、抽選当日までに入浴をされた方へ、１人１枚配布します。

【２月の休館日】
  ９日（第２火曜日）、24 日（第４水曜日） 

　※第４火曜日が祝日のため、定休日がずれていますのでご注意ください。
ぬくもりの湯　☎ ㉕2968　（営業時間 11 時～ 22 時）

期間限定

人権イメージキャラクターの LI ＮＥスタンプ無料配信中！
　法務省人権擁護局では、期間限定で、人権イメージキャラクター「人 KEN まもる君」と「人
KEN あゆみちゃん」の元気で可愛い LINE スタンプを配信しています。日常でよく使うフレーズ
のスタンプに加え、手話を使ったスタンプや関西弁のスタンプなど、バラエティーに富んだスタン
プ 16 種類が無料でダウンロードできます。「法務省人権擁護局」LINE 公式アカウントを友だち
登録して、ぜひダウンロードしてください！

　配信期間　２月 25 日㈭まで
　スタンプ利用可能期間　ダウンロードした日から 180 日間
　QR コードからのダウンロード方法
　　①右記 QR コードを読み込む
　　②「法務省人権擁護局」LINE 公式アカウントと友だちになる
　　③ LINE スタンプをダウンロードする
　法務省ホームページ URL
　　http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken05_00035.html
　ダウンロード用 URL
　　https://line.me/S/sticker/18680
　問合せ　札幌法務局苫小牧支局総務課
　　　　　　☎ 0144 ㉞ 7151

この QR コードを
読み取りください。
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　　　　【広報笑顔（スマイル）】
　　　　発行／安平町　
　　　　企画・編集／総務課情報グループ
　　　　〠 059‒1595 安平町早来大町 95 番地
　　　　（☎㉒2511・FAX ㉒2026）
安平町ホームページ
　https://www.town.abiralg.jp
安平町フェイスブック公式ページ
　https://www.facebook.com/town.abira　

公営住宅・特公賃住宅・町営住宅入居者募集
募集期間　2 月１日㈪～ 2 月 12 日㈮

○案内書および申込書の配布・受付（土、日曜日、祝日を除く）
　申込受付期間：2 月１日㈪～ 2 月 12 日㈮　８時 30 分～ 17 時 15 分
○受付場所
　・建設課施設グループ（総合庁舎）　・住民サービス課（総合支所）

○必要なもの
　入居申込書および同意書、世帯全員の所得証明書の写し（最新のもの）、世
帯全員の住民票の写し、世帯全員が市町村民税を滞納していないことの証明
書の写し、マイナンバーカード（個人番号カード）または通知カード

○抽選日時・場所
　募集住宅に対して重複した場合は、下記の日程で抽選を行います。抽選場
所は地区によって異なります。
　早来地区分　2 月 16 日㈫　　９時 30 分～総合庁舎
　追分地区分　2 月 16 日㈫　13 時 30 分～総合支所

○募集予定団地（募集予定団地は変更となる場合がありますので、受付場所
でご確認ください）
　早来地区：遠浅南公営住宅、早来あかね公営住宅、早来さつき公営住宅、 
　　　　　　早来北町公営住宅、遠浅駅前公営住宅、安平駅前公営住宅、早
　　　　　　来あけぼの公営住宅、早来あけぼの特定公共賃貸住宅
　追分地区：追分南公営住宅、追分中央公営住宅、追分若草地域優良賃貸住
　　　　　　宅（新築）
　単身者用：追分カームビレッジ特定単身者住宅
※令和３年 3 月１日より契約、15 日以内に入居可能な方に限ります。
※胆振東部地震により被災された方を優先します。

問合せ　建設課施設グループ　☎㉒2516
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職員募集のお知らせ
　町では、４月１日付採用予定の職員を募集しています。
　募集職種　「保健師」「社会福祉士」「主任介護支援専門員」
　　　　　　のいずれか１名
　募集期間　２月５日㈮必着
応募方法や募集要件などの詳細については、町ホームペー
ジ採用情報をご確認ください。

問合せ　総務課総務グループ　☎㉒2511　
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発行：安平町防犯協会

地域安全ニュース 令和 3 年 1 月 20 日発行
令和２年度第 10 号
安平町防犯協会

悪 徳 商 法 に ご 注 意 ！悪 徳 商 法 に ご 注 意 ！
　最近、コロナ禍で自宅にいる方が多いせいか、悪徳訪問販売などによる被害が増えています。下記に
代表的な悪徳商法の例を紹介しますので、事例に当てはまるような訪問、電話を受けた場合は必ず身近
な人、警察に相談して被害に遭わないよう注意しましょう。

不審者や不審車両を見かけたら
警察署・最寄りの駐在または役場総務課までご連絡を！

　苫小牧警察署☎ 0144 ㉟ 0110　　追分駐在所☎㉕ 2003
安平駐在所☎㉓ 2339　 早来駐在所☎㉒ 2030　 遠浅駐在所☎㉒ 2211　 役場総務課☎㉒ 2511

①資格商法
　法律、建築などの公的な資格とまぎらわしい名称の独自資格や、相場より高額な正規資格取得用の
教材などを売りつける商法です。また、被害を受けた被害者に対し「国の救済制度ができました」な
どと言って手数料を名目に更に金銭を騙し取る二次被害も報告されています。もし内容に興味があっ
てもその場で即答せず、実施主体、内容、費用などを自分で調べてから申し込むようにしましょう。
②送り付け商法
　注文していない商品を勝手に送り付け、代金を一方的に請求する商法です。商品は生鮮食品、宗教
や成人向けの本、DVD など対応しづらいものが多いようです。受取拒否をするのが一番良い対応方
法ですが、もし受け取ってしまったら 14 日間は「特定商取引法」に基づき保管義務が発生し、その
間に使用、処分すると購入したこととなってしまうので注意しましょう（期間経過後は自由に処分で
きます）。
③かたり商法
　「消防署の方から消火器の点検に来ました」「保健所からの行政指導でこの一帯を消毒指導していま
す」など官公署から来たかのような紛らわしい言い方と服装で、消火器や消毒薬などを売りつける商
法です。訪問者に名刺を提示してもらう、関係機関に電話で確認するなどし、すぐに契約しないよう
にしましょう。また、役場や消防署の職員が直接訪問し、物販をすることはありません。
④危険商法
　換気扇や屋根の無料点検などと言って訪問し「換気扇が古くなっており、こ
のままでは火事になる」「屋根が錆びており、このままでは雨もりがして家が
くさってしまう」などと不安感を起こさせ商品を売りつける商法です。似たよ
うなケースに「キャンペーン中だから特別価格です」などと言ってその場で契
約を迫る「見本商法」や「悪霊がとりついている」「祟りがある」などと言っ
て不安感におとしいれ、高価な壺を売りつけたり、法外な祈祷料を要求したり
する「霊感商法」もあります。　

◉もし契約してしまったら
　訪問販売、電話勧誘販売ともに、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフに
よる無条件解約が可能です。
　ただし、消耗品や通信販売、一部のサービスなどは解約できない場合がありますのでご注意ください。
もし不安に思った場合は、北海道立消費生活センター「☎︎011‒221‒0110」か警察相談専用ダイ
ヤル「＃9110」にすぐ相談しましょう。


